
地熱・地中熱等の利用による低炭素社会推進事業（地熱・地中熱等利用事業の

事業化計画策定等事業のうち温泉熱多段階利用推進調査事業）の補助事業者に

係る応募書類審査の手順について 

 

１．評価委員会による審査 

学識経験者等及び環境省職員により構成する地熱・地中熱等の利用による低

炭素社会推進事業（地熱・地中熱等利用事業の事業化計画策定等事業のうち温

泉熱多段階利用推進調査事業）に係る評価委員会において、各委員が提出され

た応募書類の内容について審査を行う。なお、評価委員会は、非公開とする。 

 



 

２．応募書類の審査方法 

（１）下記審査項目に基づき採点する。 

ア 

基
本
方
針 

（
審
査
項
目
１
） 

事業の基本方針につい

て 

(15 点満点) 

ア ・当該温泉の状況に則した効率的なモニタ

リングである場合 
15 点 

イ ・当該温泉の状況に則したモニタリングであ

る場合 
10 点 

ウ ・記載がされていない。 0 点 

イ 
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果
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（
（
審
査
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目
２
） 

削減効果の算出方法の

明確さや考え方 

の妥当性 

（5 点満点） 

ア 

・地球温暖化対策事業効果算定ガイドブッ

クのハード対策事業計算ファイルを使用し、

算出している。 

・法定耐用年数又は根拠となる耐用年数を

使用している。 

５点 

イ 
・上記アのうち、不明確な箇所がある、又は

根拠として不適な箇所がある。 
３点 

ウ ・算出根拠が示されていない。 0 点 

費用対効果 

（10 点満点） 
ア 

･公募のあった事業の費用対効果の平均値

を算出し、平均値（一定の±を含む）から、一

定金額の幅で配点を行う。なお費用対効果

が同じ値の場合は、同点とし、「削減効果の

算出方法の明確さや考え方の妥当性の審

査」が０点の場合は本採点項目も０点となる。 

10 点 
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（
審
査
項
目
３
） 

事業実施方法について 

(10 点満点) 

ア 自動観測である場合 10 点 

イ 手動による観測である場合。 5 点 

ウ ・記載がされていない。 0 点 

エ 

事
業
完
了
後
の

展
望 

 

（
審
査
項
目
４
） 

事業完了後の展望につ

いて 

(10 点満点) 

ア ・実際の事業化が強く見込まれる場合 10 点 

イ ・実際の事業化が見込まれる場合。 5 点 

ウ ・記載がされていない。 0 点 

合計 ５０点満点  



※地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック（初版）（平成 24 年７月環境省地球環境局）。 
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/subsidy/santei_gb/guidebook_h26.pdf 
 
※費用対効果（ エ ネ ル ギ ー 起 源 二 酸 化 炭 素 排 出 削 減 コ ス ト ）を求める計算式＊1、 
円／ｔCO2 = 補助対象経費の総支出予定額[円]＊２÷（エネルギー起源二酸

化炭素の排出削減量[t-CO2] ＊３×耐用年数[年]＊４） 
 
＊１ 複数の補助対象設備を整備する事業の費用対効果は、計算式を次の式に変えて算出す

る。（設備Ａと設備Ｂをまとめて導入する場合） 
 

 円／ｔCO2 =補助対象経費の総支出予定額[円]＊２÷（設備Ａのエネルギー起源二酸化炭

素の排出削減量[t-CO2]＊３×耐用年数[年]＊４＋ 設備Ｂのエネルギー起

源二酸化炭素の排出削減量[t-CO2]＊３×耐用年数[年]＊４） 
 

  ＊２ 補助対象経費の総支出予定額とは、補助対象設備の導入のために必要な見込額（補助

金額と自己負担額の合計額）をいう。なお、複数年度の期間を要して設備を整備する場

合は、各年度の補助対象経費の総支出予定額の合計額を用いる。 
  ＊３ 現時点で想定される事業を実施することで削減される年間のエネルギー起源二酸化炭

素の排出削減量をいう。 
  ＊４ 補助対象設備の耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵

省令第 15 号）に定める法定耐用年数をいう。ただし、公募要領等で事業の特性や実情

等を踏まえた根拠のある耐用年数の使用を認めている場合はその耐用年数（以下「根拠

のある耐用年数」という。）とすることもできる。）とすることができる。なお、本事業

におけるモニタリング機器は「～～」にあたるため、原則として５年とする。５年以外

数値を使用する場合は根拠を添付すること。 
   
 
（２）採択方法 

評価委員会は（１）による総合評価点が高いものの中から、予算総額の範囲

内において補助事業者を選定する。 

 なお、点数が同点なった場合には、CO2 削減効果の高いものから採択を行うこ

ととする。 

 
３．その他 
 上記に定めるもののほか、提案書の審査及び採択決定について必要な事項は

同委員会が別に定める。 
 
 


